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教科書発行者からの「報告書」の提出について（通知） 

このことについて、文部科学省初等中等教育局教科書課から、別添写しのとお

り事務連絡がありました。 

つきましては、本事務連絡の趣旨に基づき、教科書採択における公正性・透明

性の確保を図るよう、お願いいたします。 

また、各市町村教育委員会におかれましては、所管の各学校にも周知ください

ますよう、重ねてお願いいたします。 

 

 

担 当：義務教育グループ 福 井           

ＴＥＬ：０１１－２３１－４１１１ 内線３５－７８０ 

ＦＡＸ：０１１－２３２－１０７２             

E-mail：fukui.toshihiro@pref.hokkaido.lg.jp 
 



事 務 連 絡

平成 27年 12月 7日

各都道府県教育委員会

教科書関係事務主管課  御中

文部科学省初等中等教育局教科書課

教科書発行者からの 「報告書」の提出について

「教科書採択における公正性・透明性の確保について」 (平成 27年 10月 30日 付け 27

初教科第 44号)において通知したとお り、教科書発行者による編集会議が、教員等が参

加 し、採択の公正性・透明性に疑念を生じさせかねない形で開催されていた事案を受けて、

本 日、当該教科書発行者より、報告書が提出されましたのでお知らせ します。

教科書の著作・編集に教育委員会や学校関係者の意見を反映することが、より質の高い

教科書の実現のために意義があることではありますが、その意見の聴取の在 り方について

は、いかなる疑念の日も向けられることのないよう、教科書発行者はもちろんのこと、教

育委員会や学校関係者においても、高い公正性 。透明性の確保が求められます。本件事案

に関係する教育委員会を含め、全ての教育委員会において、その趣旨について改めて御理

解・御認識いただき、来年度以降の教科書採択に向けて万全を尽くしていただくようお願

いします。

なお、本件事案に関係する教育委員会におかれましては、事実関係の把握等について、

対応方よろしくお願いします。

【本件担当】

文部科学省初等中等教育局教科書課企画係
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